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戸倉デイサービスゆいっこ 

重要事項説明書(契約書別紙)  

（２０２１年４月１日改定） 

 
サービス提供開始にあたり、当事業所が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１． 運営方針 
(１)事業所は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立

感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日

常生活上の介護及び機能訓練、その他必要な援助を行います。 

(２)事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図

り、総合的なサービスの提供に努めます。  

 

２． 事業所の概要 
(１)事業所の概要及びサービスの提供地域 

事業者(法人)名称 長野医療生活協同組合 

事業所名 戸倉デイサービスゆいっこ 

所在地 千曲市大字戸倉字石原田２０６０番地１ 

介護保険指定番号 ２０７１８００５４０ 

事業所管理者 松木 信治(所長) 

利用定員 １５名 

サービスを提供する地域 千曲市戸倉 上山田 

 

(２)同事業所の職員体制                   

職務 員数 備考 

管理者 １名 (常勤) 生活相談員を兼務 

生活相談員 １名以上 管理者または、介護職員と兼務者を含む 

看護職員  １名以上 機能訓練指導員と兼務者を含む 

機能訓練指導員  １名以上 看護職員と兼務者を含む 

介護職員  １名以上 生活相談員と兼務者を含む 

 

 (３)サービスの提供時間 

営業日 月曜日～金曜日(但し下記の「休日」を除く) 

営業時間 ８：４５～１７：１５ 

サービス提供時間 ９：００～１６：００ 

休日 土曜日、日曜日、５/1、８/１４～８/１６ 

１２/２９～１/３ 
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 (４)その他の事項 

事項 有無 備考 

従業員への研修の実施 有 年１回以上行います 

情報の開示 有 サービス提供記録閲覧の申請が可能です。 

第三者評価の実施状況 無 実施日：     評価機関名： 

開示状況： 

非常災害計画及び連携体制 有 防火責任者：管理者 防災訓練：年２回実施 

身体的拘束 無 緊急やむを得ないときに限り実施する場合があります。 

虐待防止のための措置 有 担当者：管理者  

 

(５)一日の流れとサービス内容 

     サービスの流れ  (例) 

９:００～ 送迎開始 到着した方から血圧測定等の健康チェック 

９:３０～ 水分補給(お茶飲み、談話等) 

体調確認後、可能な方から入浴開始 

９:３０～ 朝会 

１０:１０～ 趣味活動、レクリエーション、集団体操、機能訓練等 

＊基本的には個々の希望に応じてメニューの提供を行う 

１１:００～ 昼食準備(調理など) 

１１:４５～ 嚥下体操(集団) 

１２:００～ 昼食 昼食終了後、歯磨き、お昼寝(希望者) 

個人の活動時間 

１４:００～ レクリエーション  水分補給(お茶飲み、談話等) 

１５:００～ 水分補給（お茶飲み、談話等） 

１５:３０～ 終了のあいさつ 

１５:４０～ 帰りの送迎開始 

 

(６) お持ちいただくもの 

 

 

 

 

３.  利用料金 別紙参照 

４.  料金の支払い方法 
（１）利用料は１ヶ月毎にまとめて月末に締めさせていただき、請求させていただきます。 

（２）料金の支払いは口座引き落としとなります。サービスを利用した月の翌月の２７日に指定した 

口座より引き落としをいたします。お支払いを確認後、領収書を発行いたします。 

（３）口座引き落としでの支払いができない場合は現金でのお支払いとなります。サービスを利用し 

た月の翌月にお支払いをお願いいたします。 

 

 

 

 

〇連絡帳  〇歯ブラシ・コップ   

〇いつも飲んでいる薬(利用時間中に内服する場合)   

〇フェイスタオル１枚・バスタオル２枚(入浴希望の方)  〇着替え(必要な方)  
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５.  サービス提供についての留意事項 

サービスの利用にあたってご留意いただきたい点は以下のとおりです。 

 

(１)サービス利用中の体調や様子等は、連絡帳を通してお知らせいたします。ご家庭での様子に変化

がみられる時や気になることなどございましたら介護されている方からの記載もお願いいたし

ます。 

(２)治療等を目的としたご利用には応じかねます。お迎えに伺った際に、体調不良等が確認された場

合には、その日のご利用をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

(３)サービス利用中の体調不良等により受診が必要と判断する場合は、その時点でご家族に連絡いた

します。その上で利用を中止し、ご家族によるお迎えと受診をお願いすることがあります。 

(４)体調不良等でのお休みや、予定していた利用を中止する場合は、できる限り早めに事業所にご連

絡ください。また、来所や帰宅の時刻変更、食事のキャンセルなどの希望がある場合も同様に早

めのご連絡をお願いいたします。 

(５)職員や他の利用者様に対しての贈り物や飲食物の提供は固くお断りいたします。 

 

６． 事故発生時・緊急時の対応について 

・サービスの提供により事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに、その事故の状況 

及び、事故に際しとった処置について記録し、あわせて速やかにご家族、保険者である市町村等

に連絡を行います。 

・サービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じた時は、速やかに主治医ある

いは協力機関等に連絡し適切な処置を講じます。また、ご家族へ連絡いたします。契約時に緊急連

絡先を確認いたします。連絡先が変更になった場合には、ご連絡ください。 

・利用される方の人権尊重の観点から危険防止のための身体拘束等の行動の抑制は極力実施しません。

安全確保には最善を尽くし危険の無いよう対応してまいりますが、心身の障害等の理由により、予

期せぬ事故もありうることをご了承ください。 

 

７． 非常災害対策 

 ・非常災害対策として、管理者を防災管理の責任者と定め、具体的な防災計画の策定等、非常災害 

対策に対する取り組みを行います。また、災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定 

期的に従業員に周知します。 

・災害等が発生した場合には、従業員は管理者の指示に従い、利用者の避難等適切な措置を講じます。 

 

８.  サービス内容に関する苦情受付窓口 

（１）苦情処理の体制及び手順 

①ご利用者及びそのご家族からの相談及び苦情を受け付ける窓口を設置し、相談及び苦情に対して

迅速に対応いたします。 

②相談及び苦情の申し出により不利益な扱いを受けた場合は、事業所責任者及び法人苦情受付担当

までお申し出ください。 

（２）苦情受付窓口 

①当事業所お客様相談・苦情受付担当 

 事業所責任者（管理者）  電話 ０２６（２３４）３５８３ 

②法人の苦情受付担当 

法人介護事業部長       電話 ０２６（２３４）１４７６ 
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③自治体等の相談窓口 

当事業所以外に，市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます． 

千曲市高齢福祉課介護保険係           電話 ０２６（２７３）１１１１ 

長野県国保連介護保険相談窓口          電話 ０２６（２３８）１５８０ 

 

 

年    月    日 

 

（説明者）サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明し

ました。     

    長野医療生活協同組合 戸倉デイサービスゆいっこ 

    

 氏名                                                                  

 

（利用者）私は、本書面によりサービスの提供開始にあたり重要事項の説明を受けました。 

   

             

    氏名                                         

   

（代理人）私は、本人に代わりサービス提供開始にあたり重要事項の説明を受け、上記の署名を 

行いました。 

 

 

氏名                          続柄（        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


